
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

岡

山

県

知

事

選

挙

の

選

挙

期

日

選

挙

管

理

委

員

会

○

選

挙

長

及

び

そ

の

職

務

代

理

者

の

選

任

〃

○

投

票

用

紙

の

様

式

〃

○

選

挙

会

の

日

時

及

び

場

所

〃

○

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

の

事

務

取

扱

場

所

〃

○

政

見

放

送

の

順

序

を

定

め

る

く

じ

を

行

う

日

時

〃

及

び

場

所

○

政

見

放

送

を

行

わ

な

い

候

補

者

の

経

歴

放

送

の

〃

取

扱

い

○

選

挙

公

報

の

掲

載

順

序

を

定

め

る

く

じ

を

行

う

〃

日

時

及

び

場

所

○

選

挙

事

由

の

発

生

〃

○

選

挙

時

登

録

の

基

準

日

等

〃

○

選

挙

長

の

事

務

を

行

う

場

所

〃

○

選

挙

立

会

人

と

な

る

べ

き

者

が

十

人

を

超

え

た

〃

と

き

等

の

く

じ

を

行

う

日

時

及

び

場

所

岡

山

県

公

報

平成２８年１０月６日 号 外



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八

年
十
月
二
十
三
日
、
岡
山
県
知
事
選
挙
を
執
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

平成２８年１０月６日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
二
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
三
日
執
行
の
岡
山
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
そ
の
職
務
代
理
者

を
次
の
と
お
り
選
任
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

選

挙

長

選

挙

長

職

務

代

理

者

住

所

氏

名

住

所

氏

名

新
見
市
新
見
八
五
四
番
地

岡
本
研
吾

瀬
戸
内
市
邑
久
町
北
島
五
三
番

佐
藤
将
男

地

平成２８年１０月６日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
三
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
三
日
執
行
の
岡
山
県
知
事
選
挙
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
様
式
を
次
の
と
お

り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

備
考一

印
は
、
岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
と
し
、
刷
り
込
み
式
と
す
る
。

二

紙
の
色
は
薄
い
黄
色
と
し
、
文
字
は
黒
色
の
イ
ン
ク
で
印
刷
す
る
。

平成２８年１０月６日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
四
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
三
日
執
行
の
岡
山
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
日
時
及
び
場
所
を
次

の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

一

日

時

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
六
日

午
前
十
時

二

場

所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
九
階
大
会
議
室

平成２８年１０月６日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
五
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
三
日
執
行
の
岡
山
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
事

務
取
扱
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

一

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日
の
事
務

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
九
階
大
会
議
室

二

平
成
二
十
八
年
十
月
七
日
以
降
の
事
務

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
九
階
岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
室

平成２８年１０月６日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
六
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
三
日
執
行
の
岡
山
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
政
見
放
送
の
順
序

を
定
め
る
く
じ
を
行
う
日
時
及
び
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

一

日

時

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

午
後
五
時
十
五
分

二

場

所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
九
階
大
会
議
室

平成２８年１０月６日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
七
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
三
日
執
行
の
岡
山
県
知
事
選
挙
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る

政
見
放
送
を
行
わ
な
い
候
補
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
経
歴
放
送
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

政
見
放
送
を
行
わ
な
い
候
補
者
の
経
歴
放
送
は
、
他
の
全
て
の
候
補
者
の
政
見
放
送
が
終
了
し
た
直

後
（
政
見
放
送
が
二
回
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
見
放
送
が
終
了
し
た
直
後
）
に

行
う
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
政
見
放
送
を
行
わ
な
い
候
補
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
の
経
歴
放
送
の
順
序

は
、
く
じ
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
し
、
こ
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

場

所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
九
階
大
会
議
室

二

日

時

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日
午
後
五
時
十
五
分
か
ら
行
う
岡
山
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
各

候
補
者
の
政
見
放
送
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
の
後
、
引
き
続
き
行
う
。

平成２８年１０月６日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
八
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
三
日
執
行
の
岡
山
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
順
序
を
定
め

る
く
じ
を
行
う
日
時
及
び
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

一

日

時

平
成
二
十
八
年
十
月
七
日

午
後
五
時
三
十
分

二

場

所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
九
階
大
会
議
室

平成２８年１０月６日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
九
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
十
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
岡
山
県
議

会
の
議
員
の
補
欠
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が
岡
山
市
北
区
・
加
賀
郡
選
挙
区
に
お
い
て
発
生
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

平成２８年１０月６日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
十
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
三
日
執
行
予
定
の
岡
山
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
岡
山
市
北
区
・
加
賀
郡

選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
つ
い
て
、
被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日
、
登
録

を
行
う
日
及
び
縦
覧
に
供
す
る
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

一

被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

た
だ
し
、
年
齢
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
三
日
で
算
定
す
る
。

二

登
録
を
行
う
日

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

三

縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日

平成２８年１０月６日　岡山県公報　号外



◎
岡
知
選
告
示
第
一
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
三
日
執
行
の
岡
山
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を

次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

岡
山
県
知
事
選
挙

選
挙
長

岡

本

研

吾

一

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日
の
事
務

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
九
階
大
会
議
室

二

平
成
二
十
八
年
十
月
七
日
以
降
の
事
務

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
九
階
岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
室

平成２８年１０月６日　岡山県公報　号外



◎
岡
知
選
告
示
第
二
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
三
日
執
行
の
岡
山
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
に
関
し
、
届
出
の
あ
っ

た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を
超
え
た
と
き
の
く
じ
及
び
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

に
属
す
る
候
補
者
の
届
出
に
係
る
者
が
三
人
以
上
と
な
っ
た
と
き
の
く
じ
を
行
う
日
時
及
び
場
所
を
次

の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

岡
山
県
知
事
選
挙

選
挙
長

岡

本

研

吾

一

日

時

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
日

午
後
五
時
三
十
分

二

場

所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
九
階
大
会
議
室

平成２８年１０月６日　岡山県公報　号外


